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株式会社heart relationの全株式の取得（完全子会社化）完了及び 

第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ 

 

当社は、本日付で、株式会社heart relation（以下「heart relation」といいます。）の全株式を

取得し、同社を完全子会社化いたしました。また、2026年４月13日付の取締役会決議に基づく小嶋陽

菜氏（以下「小嶋氏」といいます。）に対する第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいま

す。）の発行（以下「本新株式発行」といいます。）に関し、本日付で、本新株式発行に係る払込手

続が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、heart relationの完全子会社化及び本新株式発行に関する詳細につきましては、2026年４月

13日付の「株式会社heart relationの全株式の取得（完全子会社化）に関するお知らせ及び第三者割

当による新株式の発行に関するお知らせ」（以下「発行決議開示」といいます。）をご参照くださ

い。 

 

Ⅰ．株式会社 heart relation の全株式の取得（完全子会社化）の完了について 

１．株式会社heart relationの概要 

（１） 名 称 株式会社 heart relation 

（２） 所 在 地 東京都渋谷区神宮前三丁目６番８号 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 
代表取締役 CCO 小嶋陽菜 

代表取締役 CEO 岡田寿代 

（４） 事 業 内 容 ライフスタイルブランド「Her lip to」等の企画、運営 

（５） 資 本 金 101,000,000 円 

（６） 設 立 年 月 日 2020 年１月 22 日 

（７） 
大 株 主 及 び 持 株 比 率 

（2026年４月30日現在） 
当社 100％ 

（注）特記しているものを除き、2026 年３月 31 日現在の情報を記載しています。 

 

２．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 取 得 前 の 

所 有 株 式 数 

51,000 株 

（議決権の数：51,000 個） 

（議決権所有割合：51.0％） 

（２） 取 得 株 式 数 49,000 株 

（３） 取 得 後 の 100,000 株 
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所 有 株 式 数 （議決権の数：100,000 個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

 

３．今後の見通し 

本件が2026年３月期の当社連結業績に与える影響はございません。2027年３月期の業績に与える影

響につきましては、現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたしま

す。本件に伴い当社の役員体制を変更する予定はございません。  

 

Ⅱ．本新株式発行に係る払込手続の完了について 

１．本新株式発行の概要 

（１） 払 込 期 日 2026 年４月 30 日 

（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 53,600 株 

（３） 発 行 価 額 １株につき、2,176 円 

（４） 調 達 資 金 の 額 116,633,600 円 

（５） 
募集又は割当方法 

（ 割 当 先 ） 

第三者割当の方法により、全株式を小嶋氏に割り当てます。 

小嶋氏の当社に対する heart relation の株式の譲渡代金債権（総額

1,820,000,000 円、以下「本件譲渡代金債権」といいます。）のうち

116,633,600 円を現物出資の目的となる財産とします。 

（注１）発行新株式数は、2026年３月31日現在の当社の発行済株式総数の約１％となる 53,600株と

し、発行価額は、発行決議開示の「５．発行条件等の合理性 （１）払込金額の算定根拠及

びその具体的内容」のとおり 2,176 円といたしました。現物出資の目的となる財産は、これ

らに基づく発行価額の総額により決定いたしました。 

（注２）調達資金の額は、発行価額の総額です。本新株式発行は、本件譲渡代金債権の一部を現物出

資の目的である財産として実施するものであり、資金調達は行われません。 

（本新株式の発行による発行済株式総数の推移） 

増資前の発行済株式総数 5,364,000 株（2026 年３月 31日現在） 

増加株式数 53,600 株 

増資後の発行済株式総数 5,417,600 株 

（注）増資後の発行済株式総数は、2026 年３月 31 日現在の発行済株式総数に本新株式発行による増

加株式数を加えたものであり、2026 年４月の発行済株式総数の増減は反映されていません。 

 

以上 

 


